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〔四国森林管理局〕 

設 置 根 拠 農林水産省設置法第 33条 

所 掌 事 務 1 管理経営計画の樹立その他の国有林野の管理経営を行うこと（国有林野

と一体として民有林野の整備及び保全を行うことを含む） 

2 民有林野の造林及び森林の経営の指導並びに森林治水事業の実施に関す

ること 

3 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業の実施に関すること 

管 轄 区 域 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

情報公開・個人

情報保護窓口 

担当：四国森林管理局 総務企画部 総務課 

TEL（088）821－2010 

E-mail：shikoku_soumu@maff.go.jp 

（注）四国森林管理局及び下部組織に関する情報の開示請求等は、上記窓口で

受け付けています。 

各種相談・案内

窓口 

木と緑の相談窓口 

 内容等：・森林レクリェーション、記念植樹、体験林業に関すること 

・分収造林、分収育林等国有林野の利活用に関すること 

・林産物に関すること 

・その他森林、林業、木材に関すること 

担 当：四国森林管理局 森林整備部 技術普及課 

TEL (088)821－2121  

E-mail: shikoku fukyu@maff.go.jp 

 

 

〔森林管理署〕 

（安芸森林管理署組織） 

   

                         

 

                                 

（職員数 45 人） 

                        

                       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安芸森林管理署 

  
次 長 

地域林政調整官 

総 務 グ ル ー プ 

業 務 グ ル ー プ 

治 山 グ ル ー プ 

魚 梁 瀬 治 山 事 業 所 

奈半利川治山事業所 

安芸･入河内森林事務所 

大 井 森 林 事 務 所 

野 根 森 林 事 務 所 

野友･北川森林事務所 

安 倉 森 林 事 務 所 

魚梁瀬･西川森林事務所 

東 川 森 林 事 務 所 

馬 路 森 林 事 務 所 

森林技術指導官 

四国森林管理局 

  

森林土木指導官 
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（高知中部森林管理署組織） 

   

                         

 

                                 

（職員数 21 人） 

                        

                       

   

 

 

（嶺北森林管理署組織） 

   

                         

 

                                 

（職員数 29 人） 

                        

                       

   

 

 

 

 

 

 

 

（四万十森林管理署組織） 

   

                         

 

                                 

（職員数 49 人） 

                        

                       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

高知中部森林管理署 

  
次 長 

森林技術指導官 

総 務 グ ル ー プ 

業 務 グ ル ー プ 

治 山 グ ル ー プ 

猪野々･岡の内森林事務所 

別 府 森 林 事 務 所 

嶺北森林管理署 

  
次 長 

森林技術指導官 
南 小 川 治 山 事 業 所 

 

 
寺家･大川森林事務所 

大 豊 森 林 事 務 所 

瀬戸･土居森林事務所 

宮ヶ平･池川森林事務所 

吾 北 森 林 事 務 所 

寺川･長沢森林事務所 

四万十森林管理署 

  
次 長 

森林技術指導官 
川 登 森 林 事 務 所 

浮 鞭 森 林 事 務 所 

藤の川･黒尊森林事務所 

十 和 森 林 事 務 所 

楠山･中村森林事務所 

三 原 森 林 事 務 所 

清水･貝の川森林事務所 

三 崎 森 林 事 務 所 

窪川･中津川森林事務所 

須崎･東津野森林事務所 

奈 路 森 林 事 務 所 

大正･下津井森林事務所 

梼 原 森 林 事 務 所 

総 務 グ ル ー プ 

業 務 グ ル ー プ 

治 山 グ ル ー プ 

総 務 グ ル ー プ 

業 務 グ ル ー プ 

治 山 グ ル ー プ 

四国森林管理局 

  

四国森林管理局 

  

四国森林管理局 

  



〔森林管理署、治山事業所、森林事務所〕                     

設 置 根 拠 

森林管理署：農林水産省設置法第 35条、農林水産省組織規則第 505条 

治山事業所：農林水産省組織規則第 584条、森林官、首席森林官及び地域統括森林官並び

に治山技術官の勤務場所に関する訓令第４条 

森林事務所：農林水産省組織規則第 584 条、森林官、首席森林官及び地域統括森林官並び

に治山技術官の勤務場所に関する訓令第４条 

所 掌 事 務 

〔森林管理署〕 

1 国有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備を行うこと 

2 国有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護を行うこと 

3 国有林野の産物及び製品の生産及び処分を行うこと 

4 国有林野を活用すること 

5 国有林野その他森林管理局所属の国有財産の管理及び処分を行うこと 

6 森林及び林業に関する知識の普及を行うこと 

7 民有林野の造林及び森林の経営の指導を実施すること 

8 国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及

び保全を行うこと 

9 森林治水事業を実施すること 

10 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業を実施すること 

〔治山事業所〕 

次に掲げる事務のいずれかを行う。 

1 治山事業の企画及び調整に関すること 

2 保安林及び保安施設地区に関すること 

3 治山事業の実施に関すること 

4 林野の保全に係る地すべり防止事業の実施に関すること 

5 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業の施行と工事施工上密接な関連のある工

事の受託及び受託に係る当該工事の実施に関すること 

〔森林事務所〕  

1 国有林野管理規定に規定する標識類の巡検及び巡視に関すること 

2 造林事業、製品事業及び林道事業の実施に関すること 

3 造林事業、製品事業及び林道事業用資材、機械その他の施設の保全に関すること 

4 産物の収穫に関する調査の実施に関すること 

5 森林及び林業に関する知識の普及に関すること 

6 民有林野の造林及び森林の経営の指導に関すること 

7 前各号に掲げるもののほか、森林管理署長等が特に命じた事項の処理に関すること 

管 轄 区 域 

安芸森林管理署 室戸市、安芸市、安芸郡 

高知中部森林管理署 高知市、南国市、香南市、香美市 

嶺北森林管理署 土佐市、長岡郡、土佐郡、吾川郡、高岡郡（佐川町、越知町、

日高村に限る。） 

四万十森林管理署 四万十市、宿毛市、土佐清水市、須崎市、幡多郡、高岡郡（中

土佐町、四万十町、津野町、梼原町に限る。） 

 



各種相談・案内

窓口 

・相談窓口の名称：木と緑の相談窓口 

・内 容：・森林レクリェーション、記念植樹、体験林業に関すること 

          ・分収造林、分収育林等国有林野の利活用に関すること 

          ・林産物に関すること 

          ・その他森林、林業、木材に関すること 

・担     当 

森林管理署 担当課名 電話番号 E-mail 

安芸森林管理署 業務グループ 

総括森林整備官 

(0887）34－3145 shikoku aki@maff.go.jp 

高知中部森林管理署 業務グループ 

総括森林整備官 

(0887）58－3131 shikoku_kochichubu@maff.go.jp 

嶺北森林管理署 業務グループ 

総括森林整備官 

(0887)76－2110 shikoku reihoku@maff.go.jp 

四万十森林管理署 業務グループ 

総括森林整備官 

(0880)34－3155 shikoku_shimanto@maff.go.jp 
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